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関連答弁 
 
１ 憲法の禁ずる「武力の行使」 
 ・衆議院議員中川正春君提出イラクへの自衛隊派遣に関する質問に対する答弁書（平成１６年２月６日） 
  五について 

政府は、従来から、憲法第九条第一項の「武力の行使」とは、基本的には国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環

としての戦闘行為をいうと解釈している。・・・ 

 

 ・衆議院議員金田誠一君提出武力攻撃事態に関する質問に対する答弁書（平成１４年５月２４日） 

   ・・・憲法第九条第一項の「武力による威嚇」とは、現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を

行使するとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇することをいうと考える。 

 

 ・衆議院議員金田誠一君提出「戦争」、「紛争」、「武力の行使」等の違いに関する質問に対する答弁書（平成１４年２月５日） 

  三の１について 

   憲法第九条第一項の「国際紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を

主張して譲らず、対立している状態をいうと考える。 

 

 ・参・武力攻撃事態対処委 石破防衛庁長官答弁（平成１５年６月４日） 

   ・・・要するに、国に準ずる者とは何なのだと言われますと、国というのは結局その領土を有しているか、国民を有しているか、

若しくは政治体制というものを有しているかというようなことになるのだろうと思います。それを具備してそれは国家だというふう

によく言われますし、主権というのはそういうものだと言われることがあります。 

   そのうちの全部か、それとも一部を充足しておる、それは国に準ずる者であり、あるいは国際的には国家としては認められていな

いが国際紛争の主体となり得るもの、例えばタリバンなんてのはやっぱりそういうものになるんだろうと思うんです。しかし、それ

が宗教団体のちっちゃなものだったりした場合には、とても国又は国に準ずる者にならないだろう。 

 

２ 国際連合の活動との関係 

・衆・安保委 秋山内閣法制局第一部長答弁（平成１０年５月１４日） 
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ただいまのお尋ねは、国連憲章第７章、あるいは国連憲章に基づきまして実際上発達してきたＰＫＯ活動などにつきまして、我が

国が参加する場合の憲法９条の問題はいかがかという御質問でございますけれども、国際法上、集団的安全保障と申しますのは、こ

れは国連憲章上の措置でございまして、武力の行使を一般的に禁止する一方、紛争を平和的に解決すべきことを定めまして、これに

反して、平和に対する脅威とか平和の破壊あるいは侵略行為が発生したような場合、国際社会が一致協力してこの行為を行った者に

対し適切な措置をとることにより平和を回復しようという概念でございます。 

   それで、我が国は、憲法の平和主義、国際協調主義の理念を踏まえまして国連に加盟し、国連憲章にはこのような集団的安全保障

の枠組み、あるいは実態上確立されてまいりましたＰＫＯの活動が行われているところでございます。 

   したがいまして、我が国としまして、最高法規であります憲法に反しない範囲で、憲法９８条第２項に従いまして国連憲章上の責

務を果たしていくということになりますが、その場合、もとより集団的安全保障あるいはＰＫＯにかかわりますいろいろな行動のう

ち、憲法９条によって禁じられている武力の行使または武力による威嚇に当たる行為につきましては、我が国としてこれを行うこと

が許されないというふうに考えているわけでございます。 

・・・我が国の憲法第９条は、国際紛争を解決する手段としての戦争あるいは武力による威嚇、武力の行使を我が国の行為として

行うことを禁じているものでございます。それで、国連の決議に従って我が国が武力の行使を行うという場合でありましても、我が

国の行為であることには変わりがございませんので、このような行為は憲法９条において禁じられるというふうに考えているわけで

ございます。 

   それから、集団的安全保障措置に関しましても、これは国際紛争を解決する手段であるということには変わりないのでございます

から、このような措置のうち、武力の行使等に当たる行為につきましては、我が国としてこれを行うことが許されないというふうに

考えているわけでございます。 

 

 ・衆・PKO 特別委 工藤内閣法制局長官答弁（平成３年９月２５日） 

   ・・・我が国の自衛隊が今回の法案に基づきまして国連がその平和維持活動として編成した平和維持隊などの組織に参加する場合

に、まず第一に武器の使用、これは我が国要員等の生命、身体の防衛のために必要な最小限のものに限られる、これが第一でござい

ます。 

   それから第二に、紛争当事者間の停戦合意、これが国際平和維持活動の前提でございますが、そういう紛争当事者間の停戦合意が

破れるということなどで我が国が平和維持隊などの組織に参加して活動する、こういう前提が崩れました場合、短期間にこのような

前提が回復しない、このような場合には我が国から参加した部隊の派遣を終了させる、こういった前提を設けて参加することといた

しております。 

   したがいまして、仮に全体としての平和維持隊などの組織が武力行使に当たるようなことがあるといたしましても、我が国として

はみずからまず武力の行使はしない、それから、当該平和維持隊などの組織といわゆるそこが行います武力行使と一体化するような
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ことはない、こういうことでございまして、その点が確保されておりますので、我が国が武力行使をするというような評価を受ける

ことはない。したがって、憲法に申します平和主義、憲法前文で書かれ、あるいは憲法９条で武力の行使を禁止している、そういう

点につきまして憲法に反するようなことはない、かように考えております。 

 

 ・衆議院議員仙谷由人君提出イラク問題に関する質問に対する答弁書（平成１６年８月１０日） 

  二の⑤及び⑫について 

お尋ねは、法（引用注：イラク人道復興支援特措法）第十七条又は自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第九十五条の規定

による武器の使用と憲法の禁じる「武力の行使」との関係を問うものと考えるが、これらの規定は、武器の使用が許される場合とそ

の態様を明確に限定して規定しているところ、累次の政府答弁で述べているとおり、法第十七条による武器の使用は、対応措置の実

施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官が自己等の生命又は身体を防衛するために必要な最小限の範囲で認められるいわば自己保存

のための自然権的権利というべきものであり、また、自衛隊法第九十五条による武器の使用は、我が国の防衛力を構成する重要な物

的手段を破壊、奪取しようとする行為からこれらを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であって、これらの

武器の使用は、我が国領域外で行われたとしても、国家の人的・物的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為である

「武力の行使」に当たらない。・・・ 

 
 ・参・本会議 小泉内閣総理大臣答弁（平成１３年１０月１９日） 
   ・・・本法案（引用注：テロ対策特措法案）における協力支援活動等は、それ自体としては武力の行使に当たらない内容であり、

また、その実施地域は戦闘行為が行われない地域に限定されていること等から、諸外国の軍隊による武力行使との一体化の問題を生

じさせることはなく、憲法上の問題はないものと考えています。 

  
 ・参・本会議 石破防衛庁長官答弁（平成１５年７月７日） 
   ・・・法案（引用注：イラク人道復興支援特措法）におきましては、対応措置の実施はいわゆる非戦闘地域において実施すること

とされておりますが、これは、我が国が憲法の禁ずる武力の行使をしたとの評価を受けないよう、他国による武力の行使との一体化

の問題を生じないことを制度的に担保する仕組みの一環として設けたものであります。・・・ 

 
３ 現行法上認められた武器使用 

・武器の使用と武力の行使の関係について（平成３年９月２７日衆・ＰＫＯ特別委提出） 

  １ 略 

  ２ 憲法第９条第１項の「武力の行使」は、「武器の使用」を含む実力の行使に係る概念であるが、「武器の使用」がすべて同項の禁
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止する「武力の行使」に当たるとはいえない。例えば、自己又は自己とともに現場に所在する我が国要員の生命又は身体を防衛す

ることは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであるから、そのために必要な最小限の「武器の使用」は、憲法

第９条第１項で禁止された「武力の行使」には当たらない。 

 

 ・衆・本会議 中谷防衛庁長官答弁（平成１３年１１月２２日） 

一般論として申しますと、部隊行動をしている武装した他国のＰＫＯ部隊は、その身を守るために必要な手段を有し、独自の判断

で行動するものと考えられることから、「自己の管理の下に入った者」には当たらないというふうに考えております。 

他方、武器を所持した他国のＰＫＯ部隊の要員であっても、不測の攻撃を受けて自衛官等と共通の危険にさらされたという具体的

な状況のもとで、独自の対処によりその生命または身体の安全を確保することが難しく、自衛官等の指示に従って統制のとれた行動

をすることが適切かつ合理的である場合には、「自己の管理の下に入った者」に当たり得るというふうに考えております。 

 
・自衛隊法第９５条に規定する武器の使用について（平成１１年４月２３日衆・防衛指針特委提出） 

１ 略 

２ 自衛隊法第９５条に規定する武器の使用と武力の行使との関係 

自衛隊法第９５条に規定する武器の使用も憲法第９条第１項の禁止する「武力の行使」に該当しないものの例である。 

すなわち、自衛隊法第９５条は、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為

から当該武器等を防護するために認められているものであり、その行使の要件は、従来から以下のように解されている。 

（１）武器を使用できるのは、職務上武器等の警護に当たる自衛官に限られていること。 

（２）武器等の退避によってもその防護が不可能である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと。 

（３）武器の使用は、いわゆる警察比例の原則に基づき、事態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られること。 

（４）防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合には、武器の使用ができなくなること。 

（５）正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならないこと。 

自衛隊法第９５条に基づく武器の使用は、以上のような性格を持つものであり、あくまで現場にある防護対象を防護するための受

動的な武器使用である。 

このような武器の使用は、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を破壊、奪取しようとする行為からこ

れらを防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、それが我が国領域外で行われたとしても、憲法第９条

第１項で禁止された「武力の行使」には当たらない。 
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 ・衆・防衛指針特別委 大森内閣法制局長官答弁（平成１１年３月２６日） 

この９５条の武器等防護のための武器使用と申しますのは、我が国を防衛する、そういうための物的手段である自衛隊の武器等の

破壊または奪取から当該武器を守るために、一定の、非常に限定的な要件のもとに認められる武器使用でございますから、憲法９条

によって禁止される武力の行使には当たらないということを申したわけでございまして・・・我が憲法９条によっても否定していな

い自衛権、すなわち我が国の平和と独立を守るための自衛権、これは素手では行使できないわけでございまして、どうしても物的手

段が要る、それが、いざというときにその効用を消滅してしまっているということじゃいかぬわけでございますから、いざというと

きのための物的手段を保全するというのは、これは当然の認められる手段ではなかろうか、そういう意味では、自衛権を行使するた

めの物的手段の保全というのは人命を防護するための自然的権利に匹敵する重要な基本的な権利であろう、これでおわかりいただけ

るんじゃないかと思います。 

 

 ・衆・外務委 山本内閣法制局第二部長答弁（平成１５年６月１３日） 

・・・武器の使用がすべて９条１項の禁ずる武力の行使に当たるとはもとより言えませんけれども、政府は、武力の行使とは、基

本的には国家の物的、人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに解してきておりますので、そ

の相手方が国、または国に準ずる組織であった場合でも、憲法上の問題が生じない武器の使用の類型といたしましては、従来の自己

等を防衛するためのもの及び自衛隊法９５条に規定するもの以外にはなかなか考えにくいというふうに考えております 

 

・ 参・外交防衛委 宮崎内閣法制局長官答弁（平成１８年１０月２６日） 

・・・国際的な必要性等に当たりまして考えてきたその結果、自己保存のための自然権権利ともいうべきものというふうなものとして類

型化できるものについてこれは武力の行使というふうに考えなくてもよろしいであろうというふうに考えて法案を提案し、国会の御決定

を得ている。したがって、それ以外のものは全くないかどうかといいますと、そこは頭から断言してはおりませんけれども、なかなかそ

ういったものについて、今すぐ、その想定ができるとかいうか、こういうものならいいというふうなことを申し上げるのは難しい。・・・

こういうものは武力の行使の範疇から外して類型的に考えてよいというふうに考えてきたものが累次でてきているわけでございます。そ

ういうものはもうないのかという御質問であれば、・・・それとある意味で並ぶような必要性と理屈が付けばそれは将来そういうものが考

えられないわけではないんだろうと。 

４ 現行法上認められていない武器使用 

（１）ミッション等の要員・物品等への攻撃の排除 

 ・参・予算委 安倍内閣総理大臣答弁（平成１８年１０月１１日） 
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   例えば海外での武力行使の問題もそうでありますが、サマワにおいて活動している自衛隊に対しての攻撃ではなくて、一緒に活動

している例えば英豪軍に対する攻撃があったときに駆け付けることは、これは警察行動ではないかどうかという問題もあるわけであ

ります。 

 

 ・参・外交防衛委 宮崎内閣法制局第一部長答弁（平成１５年５月１５日） 

お尋ねのように、自衛隊の部隊の所在地からかなり離れた場所に所在します他国の部隊なり隊員さんの下に駆け付けて武器使用す

るという場合は、我が国の自衛官自身の生命又は身体の危険が存在しない場合の武器使用だという前提だというお尋ねだと思いま

す。・・・今お尋ねのような場面でございますと、我が国自衛官の生命、身体の危険は取りあえずないという前提ではございますので、

このような場合に駆け付けて武器を使用するということは、言わば自己保存のための自然権的権利というべきものだという説明はで

きないわけでございます。・・・その駆け付けて応援しようとした対象の事態、ある今お尋ねの攻撃をしているその主体というものが

国又は国に準ずる者である場合もあり得るわけでございまして、そうでありますと、そうでありますと、それは国際紛争を解決する

手段としての武力の行使ということに及ぶことが、及びかねないということになるわけでございまして、そうでありますと、憲法９

条の禁じます武力の行使に当たるおそれがあるというふうに考えてきたわけでございます。 

したがって、これを逆に申しますと、逆に申し上げれば、例えば相手方が単なる犯罪集団であることがはっきりしているという場

合など、これに対する武器使用が国際紛争を解決する手段としての武力の行使に当たるおそれがないんだという状況を前提にするこ

とができるという場合がありますれば、それは、それは別途そういう立法措置を取るべきだということは別にいたしまして、憲法上

はそのような武器使用が許容される余地がないとは言えないというふうに、抽象的にはかように考えておるわけでございます。 

 

 ・参・外交防衛委 中谷防衛庁長官答弁（平成１３年１２月４日） 

この９５条の規定は、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成するものでございます。つまり、自衛隊の武器、火薬、弾薬、

船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備、液体燃料でありまして、他国のＰＫＯ部隊の武器等は防護の対象とはなりませ

んし、また国連の物品や施設も防護対象ではございません。 

   地雷除去を初めとして、自衛隊がその業務において一時的にそのような放置された武器を保管することがあったとしても、そのよ

うな武器を我が国が防衛力を構成するものではないために自衛隊の９５条の防護対象として守るということにはならないわけでござ

います。 

 

（２）ミッションの任務妨害・不服従の排除 
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 ・参・外交防衛委 津野内閣法制局長官答弁（平成１３年１２月６日） 

   ・・・一般論として申しますと、この任務遂行を阻止する企てに対する武器使用と申しますのは、これはいわば自己保存のための

自然権的権利というべきもの、これの枠を超えた武器使用となりまして、状況いかんによっては憲法第９条の禁ずる武力の行使に該

当するということがないとは言い切れないということから、我が国ＰＫＯ要員にこのような武器使用を認めることにつきましては憲

法との関係で慎重な検討が必要であるというふうに考えております。 

 

 ・衆・テロイラク特別委 石破防衛庁長官答弁（平成１６年３月３日） 

・・・どういう場合かは一概に申し上げられないのですが、少なくとも、従来から、武器使用は合憲ですよ、その根拠として申し

上げておりますのは、自己保存のための自然的権利、こう申し上げておるわけで、任務遂行を実力で妨げる企てに抵抗するための武

器使用というのは少なくともこれではない。国または国に準ずる組織が相手であった場合には、９条が禁じますがところの、先ほど

の答弁でも申し上げましたが、武力の行使に該当するおそれがないわけではないという考えをとっております。 

しかし、・・・逆に申し上げた場合に、相手が単なる犯罪集団であるとかいう場合に、国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為で

はありませんというような状況、そういうような客観的な状況が設定をされた場合には、任務の遂行を実力で妨げる企てに対抗する

ための武器使用というものも憲法上許容されないわけではないというふうに考えております。 

 

 ・参・防衛指針特別委 大森法制局長官答弁（平成１１年５月１２日） 

お尋ねの船舶検査活動における警告射撃、これはひいては警告射撃が効果を生じない場合のスクリュー等船体への射撃等航行不能

措置までつながっていく問題でございまして、このような一連の行為を念頭に置いて検討する必要があるということが一つでござい

ます。 

   法案の検討過程におきましては、この法案というのは政府が当初提案しました法案の検討過程におきましては、警告射撃等と憲法

９条との関係につきまして憲法に明白に抵触しないとの結論に達するに至っていなかったところ、検討過程で法案には警告射撃等を

盛り込まないということとなったため、それ以上詰めた議論は行わなかったものでございます。・・・集団的安全保障措置の一環であ

る船舶検査活動において警告射撃等を行うことを内容とする法案につきましては、そのような行為を伴う船舶検査活動が制裁対象国

及び船舶の旗国との関係で憲法９条が禁止する武力の行使または武力による威嚇に当たらないかどうかについてさらに慎重な検討が

なされる必要がある問題である、このように私どもは現在のところ考えております。 
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これまでの懇談会の提言等（国際平和協力における武器使用等） 
 

 

・国際平和協力懇談会（平成１４年５～１２月。座長：明石康。小泉総理（当時）に報告書を提出。）報告書（抜粋） 

国際平和協力業務において、国際基準を踏まえ、「警護任務」及び「任務遂行を実力をもって妨げる試みに対する武器使用（いわゆ

るＢタイプ）」を可能とする。（第Ⅲ部３．（８）） 

 

注：昨年（引用者注：平成１３年）の法改正により自国要員以外の者についても一定の条件下（「自己の管理下の者」）で武器使用が行えるようになったが、今般凍結

解除となった本体業務を実施するにあたり、特に普通科部隊を派遣するにあたっては、上記「警護任務」及び「いわゆるＢタイプ武器使用」が可能となることが

不可欠であるとの声が、 実際にＰＫＯに参加した部隊からも出ている。  

  

・安全保障と防衛力に関する懇談会（平成１６年４～１０月。座長：荒木浩。小泉総理（当時）に報告書を提出。）報告書（抜粋） 

わが国として持てる手段を有効に組み合わせて活用していく上で、自衛隊には何を期待し、文民には何を期待するかという点につ

いて明確な指針が必要である。自衛隊はこれまで人道復興支援と後方支援に従事してきたが、これらの活動が成果を上げるためには、

現地の治安状況の改善が不可欠である。今後は、これまで同様、経験と実績のある人道復興支援と後方支援を中心とする活動を展開

していくのか、それとも自衛隊の能力に着目して、いわゆる治安維持のための警察的活動の実施をも視野に入れるのか、政府におい

て十分検討すべきである。また、その際には、任務遂行に必要な武器使用の権限を自衛隊に付与することも併せて検討する必要があ

る。（第２部３（２）イ） 
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参照条文 

 

○ 自衛隊法 

（武器等の防護のための武器の使用） 

第九十五条  自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護する

に当たり、人又は武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料を防護するため必要である

と認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第

三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。 

 

○ 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律（国際平和協力法／PKO 法） 

（武器の使用） 

第二十四条  前条第一項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共

に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要

があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。 

２ 第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する海上保安官又は海上保安官補（以下この条において「海上

保安官等」という。）は、自己又は自己と共に現場に所在する他の海上保安庁の職員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理

の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に

必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ニ(2)及び第四項の規定により実施計画に定める装備である第二十二条の政令で定める種

類の小型武器で、当該海上保安官等が携帯するものを使用することができる。 

３ 第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務に従事する自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊

員、隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相

当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ(2)及び第四項の規定により実施計

画に定める装備である武器を使用することができる。 

４ 前二項の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又

は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。 

５  第二項又は第三項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた小型武器又は武器の使用によりかえって生命若しくは身体

に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該小型武器又は武器の使用がこれらの規定及び次項の規定に従

いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。 
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６  第一項から第三項までの規定による小型武器又は武器の使用に際しては、刑法 （明治四十年法律第四十五号）第三十六条又は第三

十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。 

７～９ 略 

 

○ 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のた

めの諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法（テロ対策特措

法） 

（基本原則） 

第二条 略 

２ 略 

３ 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為（国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をい

う。以下同じ。）が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲

げる地域において実施するものとする。 

一 公海（海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第六条第五項において同じ。）及びその上空 

二 外国の領域（当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。） 

４・５ 略 

（武器の使用） 

第十二条  協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に

所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要がある

と認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。 

２  前項の規定による武器の使用は、現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害

又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。 

３  第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の

混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が第一項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われる

ことを確保する見地から必要な命令をするものとする。 

４  第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法 （明治四十年法律第四十五号）第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、

人に危害を与えてはならない。 

 

○ イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法（イラク人道復興支援特措法） 



- 11 - 

（基本原則） 

第二条 略 

２ 略 

３ 対応措置については、我が国領域及び現に戦闘行為（国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をい

う。以下同じ。）が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲

げる地域において実施するものとする。 

一 外国の領域（当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。ただし、イラクにあっては、国際連合安全

保障理事会決議第千四百八十三号その他の政令で定める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従ってイラクにおいて施政を行

う機関の同意によることができる。） 

二 公海（海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第八条第五項及び第十四条第一項において同じ。）及びそ

の上空 

４・５ 略 

（武器の使用） 

第十七条 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員（自衛隊法第二条

第五項に規定する隊員をいう。）、イラク復興支援職員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防

衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第四条第

二項第二号ニの規定により基本計画に定める装備である武器を使用することができる。 

２  前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する

侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。 

３  第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の

混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われるこ

とを確保する見地から必要な命令をするものとする。 

４  第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法 （明治四十年法律第四十五号）第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合

を除いては、人に危害を与えてはならない。 

 

（参考） 

○ 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律（周辺事態安全確保法） 

（周辺事態への対応の基本原則） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
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一 略 

二 後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為（国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊す

る行為をいう。以下同じ。）によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動（救助した者の輸送を含む。）で

あって、後方地域において我が国が実施するものをいう。 

三 略 

 

○ 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律（船舶検査活動法） 

（武器の使用） 

第六条 前条第一項の規定により船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、当該船舶検査活動の対象船舶に乗船して

その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当

の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。 

２ 前項の規定による武器の使用に際しては、刑法 （明治四十年法律第四十五号）第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人

に危害を与えてはならない。 


